
(57)【要約】

【課題】一枚の紙製基材の要所の折り曲げと接着を迅速

に行って、上面が開口する紙製トレーを簡単且つ低コス

トで成形することができる新規な成形装置と、三角形状

又は五角形状の新規な紙製トレーを提供する。

【解決手段】雄型部材２と成形空間13内とによる成形

時、紙製基材100は、夫々の側面部103が成形空間の上縁

面13aに当接して底面部101の各辺部102から起立するよ

うに折り曲げられ、各連設片105が挿入空間14に挿入さ

れ、次いで各連設片105が、折り曲げ面15に案内されな

がら、側面部103の外面に沿うように折り込まれる。そ

して、折り曲げられた各連設片105は、挿入空間14を抜

けて成形空間13内面に摺接して雄型部材２側に押圧さ

れ、対応する側面部103の外面に接着される。これによ

り、雄型部材２の下降による一工程作業だけで、紙製基

材100の要所を折り曲げ且つ接着して、上面が開口する

三角形状の紙製トレーＢを成形することができる。
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【特許請求の範囲】

【請求項１】　一枚の紙製基材における多角形状の底面

部の各辺部に沿って側面部を立ち上げると共に、各側面

部の側縁に連設された連設片を同一方向へ折り曲げて隣

り合わせる側面部の外面に接着することにより、上面が

開口する紙製トレーを成形する成形装置であって、

位置決めされた平面状の紙製基材の下側に配設される雌

型部材と、上側に位置して前記雌型部材に対し昇降可能

な雄型部材と、該雄型部材を雌型部材に対して昇降させ

る昇降手段とを備え、

前記雄型部材は成形する紙製トレーの内部空間に相当す

る形状とし、

前記雌型部材は前記雄型部材が遊嵌状に挿入される成形

空間を有し、且つ該成形空間上部のコーナー部に、前記

連設片が上方から挿入される挿入空間を成形空間と連通

状に設けると共に、該挿入空間内には前記連設片を前記

側面部に向けて折り曲げる傾斜状の折り曲げ面を設け、

雄型部材の下降により、紙製基材の底面部が成形空間に

挿入されると共に各側面部が立ち上がり、且つ夫々の連

設片が側面部に重なる状態で成形空間内に保持されるよ

う構成した紙製トレーの成形装置。

【請求項２】　上記成形空間の下方を、成形後の複数の

紙製トレーが上方から順に積み重なる状態で保持される

保持空間とし、且つ該保持空間の下方に、最下位の紙製

トレーが押し出される取り出し口を設け、前記保持空間

内に保持された複数の紙製トレーにおいて、上位にある

紙製トレーの側面部における連設片の弾性復元力によ

り、下位にある紙製トレーの側面部と連設片を成形空間

内面に向けて押圧して、側面部に対する連設片の接着が

確実になされるよう構成した請求項１記載の紙製トレー

の成形装置。

【請求項３】　上記紙製トレーが、三角形以上の多角形

状の底面部と、該底面部の各辺部から立ち上がる側面部

と、各側面部における同一側の側縁に連設した連設片と

を有し、各連設片を同一方向へ折り曲げ隣り合わせる側

面部に接着して成形される紙製トレーである請求項１又

は２記載の紙製トレーの成形装置。

【請求項４】　上記紙製トレーが、三角形以上の多角形

状の底面部と、該底面部の各辺部から立ち上がる側面部

と、各側面部の隣り合わせる側縁同士にわたって連設し

た連設片とを有し、それら連設片を袋状に二つ折りに折

り曲げた状態で同一方向へ折り曲げて隣り合わせる側面

部に接着して成形される紙製トレーである請求項１又は

２記載の紙製トレーの成形装置。

【請求項５】　三角形状又は五角形状の底面部と、該底

面部の各辺部から立ち上がる側面部と、各側面部におけ

る同一側の側縁に連設した連設片とを有し、各連設片を

同一方向へ折り曲げ隣り合わせる側面部に接着してなる

紙製トレー。

【請求項６】　三角形状又は五角形状の底面部と、該底

面部の各辺部から立ち上がる側面部と、各側面部の隣り

合わせる側縁同士にわたって連設した連設片とを有し、

それら連設片を袋状に二つ折りに折り曲げた状態で同一

方向へ折り曲げて隣り合わせる側面部に接着してなる紙

製トレー。

【請求項７】　底面部が五角形状である請求項５又は６

記載の紙製トレーを比較的大型に形成してトレー本体と

し、底面部が三角形状である請求項５又は６記載の紙製

トレーを比較的小型に形成して中仕切りトレーとし、所

要数の中仕切りトレーを前記トレー本体内に収容状に配

設してトレー本体の内部空間を所要数の収容空間に区分

けしてなる紙製トレー。

【発明の詳細な説明】

【０００１】

【発明の属する技術分野】本発明は、食品、医療用器

具、工業製品等の各種製品の収容、保管、搬送やその他

の用途に用いられる紙製トレーとその成形装置に関し、

詳しくは、一枚の紙製基板の要所の折り曲げと接着によ

り、上面が開口するトレー状に成形される紙製トレー、

及びこの種紙製トレーを容易に成形することができる成

形装置に関する。

【０００２】

【従来の技術】従来から、菓子、パン、惣菜、その他の

各種食品を展示、販売するためのトレーとして、発泡ス

チロール製トレーにそれら食品を載せた上で、そのトレ

ーごと透明フィルムによって包装した包装形態が知られ

ている。また、手術用具や注射針などの各種医療器具を

収容するトレーとして、硬質プラスチックからなるトレ

ーが使われている。

【０００３】これら従来の合成樹脂製トレーは、軽量で

ありながら所定の耐久性を有するなどの理由から広く用

いられているが、成形コストが高くなる、使用後の廃棄

処理が困難であるなどの事情から、近年では、廃棄処理

が容易な紙製トレーへの代替が検討されている。このよ

うな紙製トレーとしては、一枚の紙製基板の要所の折り

曲げと接着により、上面が開口するトレー状に組み立て

られる紙製トレーが注目されており、その組み立てを自

動化する製造装置も各種提案されている。

【０００４】

【発明が解決しようとする課題】しかし乍ら従来の紙製

トレー製造装置は、一枚の紙製基材における四角形状の

底面部の対向する二組の側面部のうち、一組の側面部を

折り曲げた後、残る一組の側面部を折り曲げ、次いで、

各側面部の側縁に連設された連設片を同一方向へ折り曲

げて隣り合わせる側面部の外面に接着するという、段階

的に組み立てを行うものであり、各折り曲げ工程ごとの

折り曲げ機構を有するので装置が大型化すると共に、ト

レー組み立てに時間がかかるという問題があった。

【０００５】本発明はこのような従来事情に鑑みてなさ

れたものであり、その目的とする処は、一枚の紙製基材
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の要所の折り曲げと接着を迅速に行って、上面が開口す

る紙製トレーを簡単且つ低コストで成形することができ

る新規な成形装置を提供することにある。また本発明

は、従来の四角形状のトレーに変わる新規な外観形状の

紙製トレーを提供することを目的とする。

【０００６】

【課題を解決するための手段】以上の目的を達成するた

めに本発明は、請求項１では、一枚の紙製基材における

多角形状の底面部の各辺部に沿って側面部を立ち上げる

と共に、各側面部の側縁に連設された連設片を同一方向

へ折り曲げて隣り合わせる側面部の外面に接着すること

により、上面が開口する紙製トレーを成形する成形装置

であって、位置決めされた平面状の紙製基材の下側に配

設される雌型部材と、上側に位置して前記雌型部材に対

し昇降可能な雄型部材と、該雄型部材を雌型部材に対し

て昇降させる昇降手段とを備え、前記雄型部材は成形す

る紙製トレーの内部空間に相当する形状とし、前記雌型

部材は前記雄型部材が遊嵌状に挿入される成形空間を有

し、且つ該成形空間上部のコーナー部に、前記連設片が

上方から挿入される挿入空間を成形空間と連通状に設け

ると共に、該挿入空間内には前記連設片を前記側面部に

向けて折り曲げる傾斜状の折り曲げ面を設け、雄型部材

の下降により、紙製基材の底面部が成形空間に挿入され

ると共に各側面部が立ち上がり、且つ夫々の連設片が側

面部に重なる状態で成形空間内に保持されるよう構成し

たことを特徴とする。

【０００７】このような構成によれば、雄型部材と雌型

部材内とによる成形時、紙製基材は、夫々の側面部が成

形空間の上縁に当接して底面部の各辺部から起立するよ

うに折り曲げられると共に、各連設片が挿入空間に挿入

され、次いで各連設片が、折り曲げ面に案内されなが

ら、側面部の外面に沿うように折り込まれる。そして、

折り曲げられた各連設片は、挿入空間を抜けて成形空間

内面に摺接して雄型部材側に押圧され、対応する側面部

の外面に接着される。これにより、雄型部材の下降によ

る一工程作業だけで、紙製基材の要所を折り曲げ且つ接

着して、上面が開口する紙製トレーを成形することがで

きる。

【０００８】また本発明の請求項２では、上記成形空間

の下方を、成形後の複数の紙製トレーが上方から順に積

み重なる状態で保持される保持空間とし、且つ該保持空

間の下方に、最下位の紙製トレーが押し出される取り出

し口を設け、前記保持空間内に保持された複数の紙製ト

レーにおいて、上位にある紙製トレーの側面部における

連設片の弾性復元力により、下位にある紙製トレーの側

面部と連設片を成形空間内面に向けて押圧して、側面部

に対する連設片の接着がなされるよう構成したことを特

徴とする。

【０００９】このような構成によれば、成形後の紙製ト

レーは成形空間の内部下方にて、複数積み重なる状態で

保持され、且つそれら積み重ね状態にある紙製トレーに

おいて、上位にある紙製トレーの連設片の弾性復元力に

より、下位にある紙製トレーの側面部と連設片を成形空

間内面に向けて押圧するので、各紙製トレーにおける側

面部に対する連設片の接着が確実になされる。また、成

形後の紙製トレーは、成形空間の内部下方にて複数積み

重なる状態で保持されるが、最下位の紙製トレーが所定

位置まで降下すると取り出し口から押し出されるので、

特別な取り出し機構や押し出し機構を必要とすることな

く、雄型部材と雌型部材内とによる成形作業に伴い、成

形後の紙製トレーを自動的に取り出すことができる。

【００１０】本発明の成形装置により成形する紙製トレ

ーの具体的態様の一例として、請求項３記載のように、

三角形以上の多角形状の底面部と、該底面部の各辺部か

ら立ち上がる側面部と、各側面部における同一側の側縁

に連設した連設片とを有し、各連設片を同一方向へ折り

曲げ隣り合わせる側面部に接着して成形される紙製トレ

ーをあげることができる。

【００１１】また本発明の成形装置により成形する紙製

トレーの具体的態様の他例として、請求項４記載のよう

に、三角形以上の多角形状の底面部と、該底面部の各辺

部から立ち上がる側面部と、各側面部の隣り合わせる側

縁同士にわたって連設した連設片とを有し、それら連設

片を袋状に折り曲げた状態で同一方向へ折り曲げて隣り

合わせる側面部に接着して成形される紙製トレーをあげ

ることができる。

【００１２】本発明の紙製トレーは、請求項５記載のよ

うに、三角形状又は五角形状の底面部と、該底面部の各

辺部から立ち上がる側面部と、各側面部における同一側

の側縁に連設した連設片とを有し、各連設片を同一方向

へ折り曲げ隣り合わせる側面部に接着してなることを特

徴とする。

【００１３】また本発明の紙製トレーは、請求項６記載

のように、三角形状又は五角形状の底面部と、該底面部

の各辺部から立ち上がる側面部と、各側面部の隣り合わ

せる側縁同士にわたって連設した連設片とを有し、それ

ら連設片を袋状に二つ折りに折り曲げた状態で同一方向

へ折り曲げて隣り合わせる側面部に接着してなることを

特徴とする。

【００１４】このような構成になる紙製トレーは、従来

から広く用いられている四角形状の紙製トレーとは異な

る、三角形状又は五角形状の新規な外観形状を呈する紙

製トレーとして、幅広い需要が期待できる。また、三角

形状の紙製トレーの場合、比較的大型に形成された三角

形状、四角形状、五角形状等の紙製トレーの内部空間を

仕切る仕切り部材として利用することもできる。加え

て、請求項６の紙製トレーでは、隣り合わせる側縁同士

が、袋状に二つ折りされる連設片で連設されるので、内

部に収容される液状体の漏れを防止することができる。

【００１５】また本発明の紙製トレーは、請求項７記載
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のように、底面部が五角形状である請求項５又は６記載

の紙製トレーを比較的大型に形成してトレー本体とし、

底面部が三角形状である請求項５又は６記載の紙製トレ

ーを比較的小型に形成して中仕切りトレーとし、所要数

の中仕切りトレーを前記トレー本体内に収容状に配設し

てトレー本体の内部空間を所要数の収容空間に区分けし

てなることを特徴とする。

【００１６】このような構成になる紙製トレーは、例え

ばファーストフードや惣菜、中華料理等の各種食品の販

売、持ち帰りサービス、配達サービスなどに用いるトレ

ーとして好適に提供することができる。

【００１７】

【発明の実施の形態】以下、本発明に係る成形装置と紙

製トレーの実施形態の例を図面を参照しながら説明す

る。図１～図４に示すように、この実施形態に係る紙製

トレーＢの成形装置Ａは、位置決めされた平面状の紙製

基材１００の下側に設置される雌型部材１と、該紙製基

材１００の上側に位置して前記雌型部材１に対し昇降可

能な雄型部材２と、該雄型部材２を雌型部材１に対して

昇降させる不図示の昇降手段とを備えてなる。

【００１８】紙製基材１００は、図６，図７（ａ）に示

すように、撥水処理された厚紙を略三角形状に打ち抜い

たもので、紙製トレーＢの底となる三角形状の底面部１

０１と、該底面部１０１の三辺部に形成した折線１０２

に沿って設けられて紙製トレーＢの側壁となる三つの側

面部１０３と、夫々の側面部１０３の左右側縁に形成し

た折線１０４，１０４同士にわたって連設され隣り合わ

せる側面部１０３，１０３の側縁間に隙間が生じないよ

うにするための連設片１０５とを備え、各連設片１０５

には、その中心部分に折線１０６が設けられている。

【００１９】そうしてこの紙製基材１００は、図７

（ｂ）に示すように、底面部１０１の三辺部の折線１０

２に沿って夫々の側面部１０３を立ち上げると、夫々の

連設片１０５が折線１０６に沿って二つ折り状態にな

り、さらに図７（ｃ）に示すように、二つ折り状態の連

設片１０５＇を折線１０４に沿って夫々同一方向へ折り

曲げて隣り合わせる側面部１０３の外面に接着すること

により、上面が開口する平面視三角形状の紙製トレーＢ

に成形されるようになっている。尚、連設片１０５の内

外面には、前記連設片１０５＇の二つ折り状態を維持す

るための接着剤と、二つ折り状態の連設片１０５＇を側

面部１０３の外面に接着するための接着剤が予め塗布さ

れている。

【００２０】また紙製基材１００は、隣り合せる側面部

１０３，１０３の側縁（折線１０４，１０４）間の角度

θがほぼ６０度程度の鋭角状となるようにすると共に、

それら折線１０４，１０４間にわたって形成した連設片

１０５に設ける折線１０６は、前記角度θを二等分する

よう連設片１０５の中心位置に形成して、成形された紙

製トレーＢにおいて、隣り合わせる側面部１０３，１０

３が底面部１０１に対して外側へ傾斜する状態で底面部

１０１の三辺部（折線）１０２上に立ち上がるよう形成

されている。即ち、成形された紙製トレーＢは、各側面

部１０３の上縁で囲まれる上面開口部が底面部１０１よ

り広い上拡がり状となるよう構成されている。

【００２１】成形装置Ａの雄型部材２は、例えばシリン

ダ等の不図示の昇降手段で昇降自在に支持された可動板

２１の下面ほぼ中央に垂設された三角柱形状の型材２２

の下端部を、前記紙製トレーＢの内部空間に相当する形

状に形成してなるもので、型材２２の周囲を囲むように

可動板２１の下面に垂設されたガイド部材２３でガイド

されて、雌型部材１の成形空間１３に抜き差し自在に挿

入されるようになっている。

【００２２】雌型部材１は、ベース板１１上に三枚の側

壁１２を立ち上げ、それら側壁１２の内面１２＇で囲ま

れる内部空間を、前記型材２２が遊嵌状に挿入される平

面視三角形状の成形空間１３とすると共に、成形空間１

３の上縁面１３ａを紙製基材１００の載承面とし、且つ

前記成形空間１３の三つのコーナー部の上部に、前記二

つ折り状の連設片１０５＇が上方から挿入される挿入空

間１４を、成形空間１３と連通するよう上面側と内面側

を開口させて設け、さらに夫々の挿入空間１４内には、

前記二つ折り状の連設片１０５＇を前記側面部１０３に

向けて折り曲げる傾斜状の折り曲げ面１５を設けてな

る。そうして、前記雄型部材２の下降により、紙製基材

１００の底面部１０１が成形空間１３に挿入されると共

に各側面部１０３が成形空間１３の上縁面１３ａに当接

して折線１０２に沿って立ち上がり、且つ夫々の連設片

１０５が折線１０６に沿って二つ折り状に（袋状に）折

れ曲がった状態で対応する挿入空間１４に上方から挿入

され、さらにその二つ折り状の連設片１０５＇が折り曲

げ面１５にガイドされて前記側面部１０３に重なり接着

されるよう構成されている。

【００２３】また上記夫々の側壁１２は所定高さに設け

ることで、成形空間１３の下方に、成形後の複数の紙製

トレーＢが上方から順に積み重なる状態で保持される保

持空間１６を形成し、且つ各側壁１２の下縁部１２ａと

ベース板１１との間には成形後の紙製トレーＢを取り出

すための取り出し口１７を形成して、成形空間１３で前

述のように成形された紙製トレーＢが保持空間１６内に

て上方から順に重なる状態で保持され、且つ最下位の紙

製トレーＢが保持空間１６から脱落して取り出し口１７

から取り出せるよう構成されている。

【００２４】成形空間１３の上縁面１３ａを形成する各

側壁１２の上面外側には、該上縁面１３ａ上に紙製基材

１００を平面状に位置決めするための縁部１８が設けら

れている。

【００２５】次に、この成形装置Ａにより紙製トレーＢ

の成形方法を説明する。まず、昇降手段により可動板２

１を上限位置まで上昇させた状態で、雌型部材１の上縁
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面１３ａ上に紙製基材１００を平面状に位置決めして載

承する（図１参照）。

【００２６】次に、昇降手段により可動板２１を下限位

置まで下降させて成形空間１３内に雄型部材２を挿入す

ると、上記紙製基材１００は、底面部１０１が成形空間

１３に挿入されると共に、夫々の側面部１０３が成形空

間１３の上縁面１３ａに当接して底面部１０１の三辺部

（折線１０２）から立ち上がり、これに伴い、各連設片

１０５が折線１０６に沿って二つ折り状に折れ曲がった

状態で対応する挿入空間１４に上方から挿入される（図

５(ａ)、図７(ｂ)参照）。次いでその二つ折り状の連設

片１０５＇が折り曲げ面１５に案内されながら、隣り合

う側面部１０３の外面に沿うよう折線１０４に沿って同

一方向へ折り込まれる。そして、折り曲げられた夫々の

二つ折り状の連設片１０５＇は、挿入空間１４を抜けて

成形空間１３の内面、即ち側壁の内面１２＇に摺接して

雄型部材２側に押圧され、対応する側面部１０３の外面

に接着される。これにより、雄型部材２の下降による一

工程作業だけで、紙製基材１００の要所を折り曲げ且つ

接着して、上面が開口する紙製トレーＢを成形すること

ができる（図３，図５(ｂ)，図７(ｃ)参照）。

【００２７】成形された紙製トレーＢは、各側面部１０

３の上縁が成形空間１３内面に圧接する状態で、成形空

間１３の下方位置（保持空間１６の上方位置）にて摺動

可能に掛止状に保持される。

【００２８】このようにして紙製トレーＢを成形した

後、昇降手段により雄型部材２を上限位置まで上昇さ

せ、雌型部材１の上縁面１３ａ上に次の紙製基材１００

を平面状に位置決めして載承し、前述の工程を繰り返す

作業を順次行うことで、保持空間１６内に、成形された

紙製トレーＢが上方から順に積み重なる状態で保持され

る。保持空間１６内に保持された複数の紙製トレーＢ

は、上位にある紙製トレーＢの側面部１０３における二

つ折り状の連設片１０５＇の弾性復元力により、下位に

ある紙製トレーＢの側面部１０３と連設片１０５＇とを

成形空間１３内面（側壁の内面１２＇）に向けて押圧

し、これにより側面部１０３に対する前記連設片１０

５＇の接着がより確実になされる（図５(ｃ)参照）。

【００２９】さらに、前述の工程を繰り返す作業を順次

行うことで、最下位の紙製トレーＢが保持空間１６から

脱落し、取り出し口１７から一つづつ取り出すことがで

きる（図４参照）。

【００３０】図８、図９には、紙製トレーの変形例を示

す。この紙製トレーＢ＇は、図８，図９（ａ）に示す撥

水処理された厚紙を略三角形状に打ち抜いた紙製基材１

００＇の要所の折り曲げと接着により、前述の紙製トレ

ーＢとほぼ同様な外形に形成されるもので、前述の紙製

トレーＢ，紙製基材１００と同一の構成部分には図中に

前記と同一の符号を付して重複する説明を省略し、以下

に相違点のみ述べる。

【００３１】紙製基材１００＇は、前述した紙製基材１

００における連設片１０５に代えて、夫々の側面部１０

３の左右側縁の何れか一方に形成した折線１０４に沿っ

て、隣り合わせる側面部１０３，１０３同士を接合する

連設片１０７を設けたもので、夫々の連設片１０７を折

線１０４に沿って同一方向へ折り曲げ隣り合わせる側面

部１０３の外面に接着することで、上面が開口する平面

視三角形状の紙製トレーＢ＇に成形されるようになって

いる。尚、連設片１０７の内面には、該連設片１０７を

側面部１０３の外面に接着するための接着剤が予め塗布

されている。

【００３２】この紙製トレーＢ＇も、前述の紙製トレー

Ｂと同様の方法で成形される。即ち、雌型部材１の上縁

面１３ａ上に紙製基材１００＇を平面状に位置決めして

載承した後、成形空間１３内に雄型部材２を挿入する

と、紙製基材１００＇は、底面部１０１が成形空間１３

に挿入されると共に、夫々の側面部１０３が成形空間１

３の上縁面１３ａに当接して底面部１０１の折線１０２

から立ち上がり、且つ各連設片１０７が対応する挿入空

間１４に上方から挿入される（図９(ｂ)など参照）。次

いでその連設片１０７が折り曲げ面１５に案内されなが

ら、隣り合う側面部１０３の外面に沿うよう折線１０４

に沿って同一方向へ折り込まれる。そして、折り曲げら

れた夫々の連設片１０７は、挿入空間１４を抜けて成形

空間１３の内面、即ち側壁の内面１２＇に摺接して雄型

部材２側に押圧され、対応する側面部１０３の外面に接

着される。これにより、雄型部材２の下降による一工程

作業だけで、紙製基材１００＇の要所を折り曲げ且つ接

着して、上面が開口する紙製トレーＢ＇を成形すること

ができる（図９(ｃ)など参照）。成形された紙製トレー

Ｂ＇は、各側面部１０３の上縁が成形空間１３内面に圧

接する状態で、成形空間１３の下方位置（保持空間１６

の上方位置）にて摺動可能に掛止状に保持される。

【００３３】このようにして紙製トレーＢ＇を成形した

後、前述の工程を繰り返す作業を順次行うことで、保持

空間１６内に、成形された紙製トレーＢ＇が上方から順

に積み重なる状態で保持される。保持空間１６内に保持

された複数の紙製トレーＢ＇は、上位にある紙製トレー

Ｂ＇の側面部１０３における連設片１０７の弾性復元力

により、下位にある紙製トレーＢ＇の側面部１０３と連

設片１０７とを成形空間１３内面（側壁の内面１２＇）

に向けて押圧し、これにより側面部１０３に対する前記

連設片１０７の接着がより確実になされる。さらに、前

述の工程を繰り返す作業を順次行うことで、最下位の紙

製トレーＢ＇が保持空間１６から脱落し、取り出し口１

７から一つづつ取り出すことができる。

【００３４】図１０には、平面視略五角形状の紙製トレ

ーＢ＂を示す。この紙製トレーＢ＂及びこれを構成する

紙製基材１００＂は、底面部１０１＇が平面視五角形状

であって、該底面部１０１＇の五つの辺部を折線１０２
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とし、各折線１０２に沿って五枚の側面部１０３を連設

したこと以外は、前述の紙製トレーＢ，紙製基材１００

と同様の構成であり、同一の構成部分には図中に前記と

同一の符号を付して重複する説明を省略する。

【００３５】また、この紙製トレーＢ＂を成形するため

の装置は、前述の成形装置Ａにおいて、型材２２を五角

柱形状とすると共にその下端部に、紙製トレーＢ＂の内

部空間に相当する形状の雄型部材２を形成し、且つ雌型

部材１の内部空間を、前記五角形状の型材２２が遊嵌状

に挿入される平面視五角形状の成形空間１３に変更すれ

ば良く、それ以外の構成や成形方法は前述の説明と同一

のため、重複する説明を省略する。

【００３６】尚、前述の紙製基材１００＇の底面部１０

１を五角形状として、紙製トレーＢ＇を平面視五角形状

のトレーに成形することも可能であることは言うまでも

ない。また、上述した成形装置Ａにおいて、雌型部材１

の側壁１２を内壁部材と外壁部材からなる二重構造と

し、その内壁部材を外壁部材に対して着脱可能とすると

共に、厚さ寸法の異なる内壁部材を複数種用意し、成形

する紙製トレーの深さ寸法の変更に合せて適宜厚さの内

壁部材を選択して使用するようにすれば、深さの違う複

数の紙製トレーを一つの成形装置で成形することが可能

になる。

【００３７】上記三角形状又は五角形状の紙製トレー

は、前述したように食品，医療器具，工業製品等の収

容、保管、搬送等に用いられるが、この中で、特に弁

当、惣菜や中華料理等の展示販売、持ち帰り用、配達サ

ービス用として用いる場合、図１１，図１２に示すよう

に、複数種，複数個を組み合わせて使用することが好ま

しい。

【００３８】図１１においては、前述の五角形状の紙製

トレーＢ＂を比較的大型に形成してトレー本体とし、三

角形状の紙製トレーＢ（又はＢ＇）を比較的小型に形成

して中仕切りトレーとし、五つの中仕切りトレーＢをト

レー本体Ｂ＂内に収容状に配設して、トレー本体Ｂ＂の

内部空間を五つの収容空間に区分けしてなる紙製トレー

Ｃとして提供する例を示している。

【００３９】図１２においては、底面部が四角形状であ

る弁当箱様の紙製トレーＤを比較的大型に形成してトレ

ー本体とし、三角形状の紙製トレーＢ（又はＢ＇）を比

較的小型に形成して中仕切りトレーとし、三つの中仕切

りトレーＢをトレー本体Ｄ内に収容状に配設して、トレ

ー本体Ｄの内部空間を、ご飯の収容空間Ｅ１と、三つに

区画されたおかず収容空間Ｅ２とに区分けしてなる持ち

帰り用や使い捨て様の弁当箱を構成する紙製トレーＥと

して提供する例を示している。

【００４０】以上、本発明に係る紙製トレー成形装置と

紙製トレーの実施形態の例を図面を参照して説明した

が、本発明は図示例に限定されるものではなく、特許請

求の範囲に記載された技術的思想の範囲内で、種々の変

更が可能であることは言うまでもない。

【００４１】

【発明の効果】本発明に係る紙製トレー成形装置は請求

項１のように構成したので、雄型部材を下降させて雌型

部材の成形空間内に挿入する一工程作業だけで、紙製基

材の要所を折り曲げ且つ接着して、上面が開口する紙製

トレーを成形することができる。従って、従来の紙製ト

レー製造装置に比べ小型で簡素な装置構成とし得ると共

に、容易且つ迅速なトレー成形が可能になり、紙製トレ

ー製造コストの低減に寄与するなど、多くの効果を奏す

る。

【００４２】また、請求項２の構成とすることで、別途

押えローラなどを設けることなく簡素な装置構成のまま

で、紙製トレーにおける要所の接着を確実に行うことが

でき、且つ別途取り出し機構や押し出し機構などを設け

ることなく簡素な装置構成のままで、成形後の紙製トレ

ーを一つづつ取り出すことができる。

【００４３】また本発明の成形装置は、請求項３，４な

どに記載されるように、平面視が三角形状、四角形状、

五角形以上の多角形状の各種の紙製トレーの成形に対応

可能であり、さらに雄型部材の形状や雌型部材の成形空

間の形状、寸法を適宜変更することで、各種形状や深さ

寸法の紙製トレーの成形に対応し得るなど、多くの効果

を奏する。

【００４４】請求項４記載の紙製基材を用いた場合は、

成形された紙製トレーにおける隣り合わせる側面部の側

縁間に隙間が生じないようになるので、液体を含有する

物品や液体そのものの包装用として供することが可能に

なる等の効果がある。

【００４５】請求項５又は６記載の紙製トレーは、従来

から広く用いられている四角形状の紙製トレーとは相違

する、三角形状又は五角形状の新規な外観形状を呈する

紙製トレーとして、幅広い需要が期待できる。また、三

角形状の紙製トレーの場合、比較的大型に形成された三

角形状、四角形状、五角形状等の紙製トレーの内部空間

を仕切る仕切り部材として利用することもできる。

【００４６】加えて、請求項６では、内部に収容される

液状体の漏れを防止し得る紙製トレーとして、より幅広

い需要が期待できる。

【００４７】請求項７記載の紙製トレーは、例えばファ

ーストフードや惣菜、中華料理等の各種食品の販売、持

ち帰りサービス、配達サービスなどに用いるトレーとし

て、好適に提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図１】本発明に係る紙製トレー成形装置の実施形態の

一例を示す斜視図で、紙製基材のセット状態を表す。

【図２】（ａ）は雄型部材を底面側から見た斜視図、

（ｂ）は雌型部材を上面側から見た斜視図。

【図３】雄型部材と雌型部材内とによる成形時を一部切

欠して示す斜視図。
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【図４】雌型部材内における紙製トレーの保持状態を一

部切欠して示す斜視図。

【図５】雌型部材内における成形時を示す平面図。

【図６】紙製基材の一例を示す平面図。

【図７】図６に係る紙製基材の成形状態を示す斜視図。

【図８】紙製基材の他例を示す平面図。

【図９】図８に係る紙製基材の成形状態を示す斜視図。

【図10】紙製基材と紙製トレーの他例を示す斜視図。

【図11】本発明に係る紙製トレーの使用形態の例を示す

斜視図。

【図12】本発明に係る紙製トレーの使用形態の例を示す

斜視図。

【符号の説明】

Ａ：成形装置

１：雌型部材

２：雄型部材

１３：成形空間

１４：挿入空間

１５：折り曲げ面

１６：保持空間

１７：取り出し口

100,100＇,100＂：紙製基材

101,101＇：底面部

103：側面部

105,107：連設片

Ｂ，Ｂ＇，Ｂ＂：紙製トレー

Ｃ，Ｅ：複数の紙製トレーを組み合わせてなる紙製トレ

ー

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図６】

【図８】
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【図５】 【図７】

【図１１】

【図１２】



(10) 特開２００３－３３４８７１

【図９】 【図１０】


